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Ⅰ 人事評価制度について 

１ 人事評価制度をめぐる状況 

   児童生徒（幼稚部を設置している特別支援学校においては幼児児童生徒。このハン

ドブック中は以下同じ。）や保護者、そして県民から信頼される学校づくりを進めるた

めには、その直接の担い手である教職員の意欲・資質の向上を図るとともに、適正な

人事管理を行い、学校が活力ある組織としての総合力を発揮することが必要です。 

このため、本県においては、平成 15年度から「自己申告による目標管理」と「勤務評

定」を２本の柱とした人事評価制度を導入し、教職員の意欲や資質などの向上を図ると

ともに、能力、実績、意欲を的確に把握して、適材適所の配置等を進めてきました。 

こうした取組に併せて、平成 16年９月に、「教職員人材育成等検討会議」を設置し、

人材育成や人事評価の在り方等について総合的かつ専門的な検討を行い、制度及びそ

の運用の「公平性」、「納得性」、「透明性」及び「合目的性」をより一層確保するため、

評定者訓練の継続的な実施や内容の充実を行うとともに、平成 19 年度及び平成 21 年

度に「人事評価ハンドブック」を改訂し、内容の充実を図りました。 

さらに、平成 23年度には、アンケート調査等の方法により制度の改善・充実に向けた

制度の検証を実施し、明らかとなった課題に対して見直しを行いました。 

平成 26年には、能力・実績に基づく人事管理の徹底や組織全体の士気高揚、公務能率

の向上を目的として地方公務員法が改正され、平成 28年４月１日から施行されました。 

また、昨今、国において学校における働き方改革が活発に議論されており、平成 31 年

１月 25 日付けの中央教育審議会の答申では、人事評価を活用した教職員の働き方改革に

係る意識改革について触れられていることから、その視点も踏まえたものとしています。 

地方公務員法では、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業

績を把握した上で行われる勤務成績の評価を行い、任用、給与、分限その他の人事管

理の基礎として活用することが求められています。 

なお、令和２年４月から、臨時的任用職員及び短時間勤務会計年度任用職員につい

ても、人事評価を実施することとしました。 

令和３年度には、面談実施日の記録及び業績評価に関する留意点についての記載を

追加しました。 

 

 

２ 人事評価制度の趣旨 

人事評価制度では、意欲や資質の向上、能力開発といった人材育成や、適材適所の

配置などの適正な人事管理を実現し、学校が活力ある組織としての総合力を発揮する

ことを目的としています。 

この目的を達成するためには、次の視点に立って、制度の仕組みをより公正で、信

頼性の高いものとしていくことが必要と考えています。 

① 人材育成・能力開発・意欲向上につながるものであること。 

② 評価結果を適正に人事・研修等に反映させること。 
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③ 評価結果の客観性・信頼性・納得性を確保すること。 

④ 評価項目の見直し、評価基準の明確化を図ること。 

⑤ 評価者訓練等の充実を図ること。 

 

 

３ 評価の手法 

「能力評価」（発揮した能力を把握）及び「業績評価」（挙げた業績をプロセスを踏

まえて把握）を２つの柱として評価を実施します。 

（１）「能力評価」について 

「能力評価」は、教職員一人一人の能力、実績及び意欲を的確に把握し評価する

ことにより、意欲や資質あるいは指導力を高める研修等様々な場面での指導に生か

すとともに、適材適所の配置等を進めるための人事上の資料として活用するもので

す。 

    なお、「人事管理評価」として、年度末人事に向けて、人事管理上の必要性から評

価を実施します。 

（⇒「Ⅱ 能力評価・人事管理評価」(Ｐ７～)参照） 

（２）「業績評価」について 

「業績評価」は、指導・助言者である校長等と教職員の面談を通じて組織目標と

自己目標の整合性を図り、すべての教職員の意識改革を促し、組織目標の達成を図

ろうとするものであり、自己目標の達成度や達成に向けたプロセスを評価し、次の

目標に反映させ、仕事のレベルアップと職能成長を図ろうとするものです。 

具体的には、「目標管理」の手法を用いることにより、教職員が自己申告により組

織目標を踏まえた自己の職務遂行上の目標を設定し、校長等との面談を通じ目標修

正等を行い、一定期間経過後に職務の成果等について、その達成度や達成に向けた

プロセスを把握し、評価する手法です。 

この手法により、教職員一人一人が自己の職務に責任を持ち、自主的・意欲的に

職責を果たし、自らの資質と指導力の向上などを図るとともに、組織目標の達成に

貢献できるようになります。 

（⇒「Ⅲ 業績評価」(Ｐ43～)参照） 

   

※ 臨時的任用職員及び短時間勤務会計年度任用職員の評価の手法については、「臨時

的任用職員・短時間勤務会計年度任用職員編」によります。 
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４ 評価者及び面談者について 

（１）県立学校の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

※１ 能力評価の面談は定期評価のみ行う。 

    ※２ 能力評価は学校規模等により、業績評価は学校規模等の条件なく教頭（分校においては分校長に読み替え

る。）も面談することができる。 

     ※３ 事務部長、総括事務長又は事務長も面談することができる。 

    ※４ 分校においては教頭を分校長に読み替える。 

       教頭が複数配置されている場合の評価者は、校長が指定する者とする。 
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（２） 市町立学校、共同調理場の場合 
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５ 処遇への反映について 

管理職は、平成 18年度から勤務評定に準じた勤務成績に基づく「査定勤勉」・「査定

昇給」を、一般職は平成 24年度から「やる気と成果に応える給与制度」を実施してき

ましたが、人事評価制度の処遇への反映はしていませんでした。 

地方公務員法の趣旨を踏まえ、勤務評定を「能力評価」及び「人事管理評価」に、

自己申告による目標管理を「業績評価」に再構築するとともに、評価結果を直接給与

に反映する制度（能力評価及び業績評価結果を昇給に、業績評価結果を勤勉手当に反

映）に改めました。 

  （⇒「Ⅳ 処遇への反映」（Ｐ65、66）参照） 

 

６ 学校評価と人事評価の関係 

人事評価における業績評価の中で教職員が設定する年間目標は、組織目標を踏まえ

たものとします。自己目標に向かって各教職員が努力することで、結果として組織目

標の達成が図られます。 

組織目標（学校経営目標）のマネジメント・サイクルは、各教職員の自己目標のマ

ネジメント・サイクルと連鎖しており、学校評価と人事評価は関連しています。 

学校評価と人事評価の関係は図１のようになります。 

また、学校（教職員）における人事評価制度の概念図は図２のようになります。 
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学校（教職員）における人事評価制度の概念図 
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